
 
 

実績報告時の提出書類（個人・法人） 

No 提出書類 確認事項 

チ

ェ

ッ

ク 

欄 

備考 

１ 

第１４号 様式そ

の１ 

「 実 績 報 告 書

（ 個 人 ・ 法 人

用）」 

 ☐  

２ 
設置機器 の売買

契約書（写し） 

・売買等契約書の日付が交付決

定日より後のものであること 

 

以下の内容が記載されているこ

と 

①発行者名と会社印 

②日付（契約締結日） 

③契約者名 

④工事内容 

☐ 

・停止条件付契約の取

扱 が あ る 場 合 は 当 該

記 載 の あ る 個 所 の 写

しが必要。 

３ 

設置機器 の領収

書（写し）・領収

書の内訳（原本） 

・領収書の日付が令和 4 年 4 月

1 日から令和７年 9 月 30 日ま

での間のものであること（※1） 

・以下の内容が記載されている

こと 

① 宛名（助成申請者名であるこ

と） 

② 領収金額 

③ 助成対象経費（機器費・工事

費のみ、消費税含まず） 

④ 設置場所住所 

⑤ 対象機器メーカー名 

⑥ 対象機器パッケージ型番 

⑦ 製造番号 

⑧ 収入印紙及び割印（消印）が

確認できるもの（※２） 

⑨ 領収日 

⑩ 発行者（販売事業者）名 

⑪ 発行者（販売事業者）捺印 

※ 但し書きに③～⑦の記載が

☐ 

（※１） 

領収書の日付が交付申

請日よりも後のもので

あること。 

 

（※２） 

領収書に収入印紙がな

く、且つ、クレジット支

払いである事が明確で

ない場合は、併せてクレ

ジットの契約書等の写

しが必要。 

また債務が完了される

まで当該機器等の所有

権がクレジット会社に

留保される契約の場合、

当該記載のあるクレジ

ット契約書等の写しが

必要。 

なお、電子領収書で収入



 
 

ない場合、以下を併せて提出し

てください。 

・公社の定める様式で領収書の

内訳を作成すること 

印紙がない場合、電子領

収書であることを明記

すること。 

４ 
設置機器 の保証

書（写し） 

・「メーカー名」「型番」「製造

番号」がはっきりと確認できる

写しであること 

・使用者控え（お客様控え等）の

写しであること 

☐ 

・保証書の提出が困難

な場合は「設置機器が新

品かつ未使用品である

ことの証明」を提出する

こと 

 （証明は機器の販売元

等が公社理事長宛に提

出したものであること） 

５ 

「Ｖ２Ｈ を設置

する建物 」の全

景写真（カラー） 

・玄関正面側の 1 階部分から建

物全体が写っているもの 

（建物の立地や構造上、1 枚に

収まりきらない場合は、複数枚

に分かれて 

可） 

・Ｖ２Ｈが写っていなくても可 

・カラー印刷または、カラープ

リント写真であること 

・写真の大きさは、サービス判

（L サイズ 127×89 ㎜）以上

であること 

※建物の全景がはっきりと確認

できない場合（日没後撮影等）

は、再度撮影を依頼する可能性

あり 

☐  

６ 

Ｖ２Ｈの「型番」

及び「製 造番号

（銘板）」を示す

写真（カラー） 

・設置完了後の写真であること

（設置完了後に写真の撮影が困

難な場合は、必ず事前に撮影す

ること） 

・Ｖ２Ｈの型番及び製造番号の

表示が欠けておらず、アルファ

ベットや数字等が明確に読み取

れるもの 

・カラー印刷または、カラープ

リント写真であること 

・写真の大きさは、サービス判

（L サイズ 127×89 ㎜）以上

☐  



 
 

であること 

７ 口座情報の写し 

・以下の内容が記載されている

こと 

①金融機関名（コード） 

②支店名（コード） 

③預金種類 

④口座番号 

⑤カタカナの口座名義人名 

※交付申請書の助成金申請者氏

名と同一の口座名義であること 

☐ 

・預金通帳、貯金通帳、 

キャッシュカード、イン

ターネットバンキング

の該当ペー 

ジ等 

８ 
建物の登 記事項

証明書（写し） 

・現在事項もしくは全部事項証

明 書 の 表 題 部 に あ る 種 類 に

「居宅」が含まれていること 

※助成対象例：「居宅・店舗」「居

宅・事務所」「居宅・車庫」な

ど。上記以外の種類におきま

し て は 別 途 お 問 合 せ く だ さ

い。 

☐ 

※新築住宅の場合のみ。 

※申請受付から６か月

以内に取得したもの 

※法務局の公印がある

もの。（登記情報提供サ

ービスで取り寄せたも

のは不可） 

９ 

重要事項 説明書

等 

（住宅購 入者に

提示した 原本の

該当ペー ジの写

し） 

・対象機器等の設置後に、管理

組合や住宅購入者等が対象機器

等の所 

有権を引き継ぐことが記載され

ること 

・ 対 象 機 器 等 の 所 有 者 に お い

て、交付要綱第 17 条、第 18

条、第 22 条及び第 23 条に規

定する善管注意義務等の履行が

図られるよう記載されること 

（助成金申請の手引きを参照） 

☐ 
【住宅供給事業者が申

請 する場合に必要】 

10 

国等の補 助金交

付申請書 、交付

決定通知 書もし

くは額確定通知 

・ 国 等 の 補 助 金 と 併 給 す る 場

合、当該補助（予定）額が記載さ

れている書類の写し。 

☐ 

オンライン申請等で申

請書等がない場合は補

助（予定）額が表示され

ている画面キャプチャ

でもよい。ただし氏名等

で東京都への申請者で

あることが分からなけ

ればならない。 

11 

その他公 社が審

査に必要 と認め

る書類 

 

 

 

  



 
 

 

Ｖ２Ｈの補助率１０/１０の増額要件を満たしていることの確認書類 

12 
自 動 車 検 査 証

（写し） 
 ☐ 

記載内容が読み取れる

こと 

13 

太陽光発 電シス

テムが要 件に適

合するこ とを証

明する書類 

・出力対比表 

・太陽光発電システム又は太陽

光モジュールの保証書（写し）な

ど 

☐ 

太陽光発電システムの

発電出力５０ｋＷ未満

で、設置場所住所、太陽

光発電モジュールの型

式が確認できる書類で

あればＮｏ１４の書類

提出は不要。 

14 

太陽光発 電シス

テムで発 電した

電気が助 成対象

機器を設 置する

住宅で使 用して

いる事実 を確認

できる書類 

・接続契約のご案内（写し） 

・ 系 統 連 系 協 議 依 頼 書 の 控 え

（写し） 

・直近の太陽光の買電明細（助

成対象機器の領収日より前のも

の）（写し）など 

☐ 

太陽光発電システムの

発電出力５０ｋＷ未満

で、設置場所住所、太陽

光発電モジュールの型

式が確認できる書類で

あればＮｏ１３の書類

提出は不要。 

 

 


